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平成２９年度第９回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成２９年８月７日 

                    担当部・課：総務部 情報システム課〔内線４２６２〕 

①件  名 

 

インターネット接続サービスの終了について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

地域の情報化を推進するため、市民及び市内の事業所等を対象としたインターネット接続サービ

スを提供してきたが、市内のほぼ全域に光回線を利用できる環境が整備されたことにより、地域の

情報格差が解消し、アナログ回線やＩＳＤＮ回線によるダイヤルアップ接続は一定の役割を終え、

光回線の利用率向上に伴って利用者の減少が続いていた。 

 

【目的】 

民間による多様なインターネット接続サービスを利用できる環境が整い、サービス内容や価格面

においても民間のサービスが優れていることなどから本市のサービスを終了するもの。 

 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 石巻市情報プラザ条例（平成１７年４月１日条例第２２号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 平成 ９年４月 １日 インターネット接続サービス開始 

 平成２２年４月 １日 光回線向けサービスを追加 

 平成２３年３月１０日 市内のほぼ全域でＮＴＴが提供する光回線が利用可能となる 

 平成２８年３月３０日 東日本大震災で被災した地域の光回線用光ファイバの復旧完了 

 

⑤主な内容 

インターネット接続サービスを平成３０年３月３１日に終了する。 

【サービス内容】 

 利用形態 利用の単位 使用料 

インターネット接

続 

アナログ回線、デジタル（ＩＳＤＮ）回線 １年につき 6,000 円 

ＡＤＳＬ回線 12,000 円 

光回線 12,000 円 

追加メールアカウント １アカウント 

１年につき 

1,200 円 

レンタルサーバー １アカウント当たり １ＭＢから 10ＭＢま

で 

１年につき 無料 

１アカウント当たり 10ＭＢを超え１ＭＢ

当たり 

1,000 円 
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⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 民間のインターネットサービスプロバイダへ変更が必要となる。 

 ※参考 Ｈ２９．７現在のインターネット接続サービス利用者数 ９３名（事業所含む。） 

【市財政への負担】 

 歳入  △１，０８６千円   インターネット接続サービス使用料 

 歳出  △２，７６９千円   電子装置等借上料、通信料等 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 

 県内の他自治体において、同様の接続サービスは無し。 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

 

 平成２９年 ９月    市議会第３回定例会に石巻市情報プラザ条例の一部改正について提案 

             （平成３０年４月１日施行予定） 

      １０月上旬  利用者へサービス終了の周知 

 平成３０年 ２月上旬  利用者へサービス終了の再周知 

       ３月３１日 インターネット接続サービス終了 

 

 

⑨その他 

 

 なし 

 

 


